
 

 

 

１ 助成趣旨   

くまもと・わくわく基金は、市民の皆様や事業者の方々の社会に貢献したい 

  という想いを寄附金としていただき、熊本市内で活動する市民活動団体の支援

のため、あらかじめ登録された団体の公益的な活動を対象に、団体からの申請

に基づき事業費の助成を行います。 

 

２ 助成対象事業 

  次に掲げる要件を全て充たす事業が助成対象事業となります。 

   (1)  営利を目的としない公益的な事業 

 (2) 地域社会の発展に資すると認められるもの 

(3) 主に熊本市民を対象とした事業 

(4) レクリエーションを主な目的とした事業でないこと 

(5)  個人に金品を支給する事を目的とした事業でないこと 

(6)  当該事業が期間内において、熊本市の他の助成等を受けている、若しく 

     は、受けることが決定している事業でないこと 

(7) ①平成 24 年 10 月中旬から平成 25 年３月 31 日の期間内に行われる事

業であること 

    ②当該事業が期間内において、熊本市以外から助成等を受けている場合

は、ただちに助成の取消にはなりませんが、基金からの助成額と熊本市

以外の助成金等の合計額が事業費を超える場合は、基金からの助成額を

一部取消し、または返還していただくことがありますので、ご注意くだ

さい。 

 

３ 助成の対象経費 

  助成の対象となる経費は、当助成に応募した事業に関する以下の項目とします。 

項  目 経費の内容 

① 報償費 講師・指導者、ボランティアへの謝礼等 

② 役務費 
通信費（切手代等）、運搬費、広告料、手数料、保険

料等 

③ 使用料・賃借料 
会場使用料（付帯設備使用料を含む） 

会場設営費、車両等の賃借料等 

④ 消耗品費 
事業に係る物件費、材料費 

印刷費（チラシ・ポスター等の印刷費）等 

⑤ 旅費 
交通費（航空運賃、鉄道運賃等） 

宿泊費（食事等に係る料金は含まず）等 

⑥ その他 その他事業に伴い必要な経費 

資料 ５ 



ただし、次のような団体の維持運営に伴う経常経費等は助成対象とはなりません。 

○ 事務所や活動拠点の家賃、光熱水費、スタッフへの給与等、団体の

   経常的な運営に係る経費 

○ 飲食費 

○ 建設費 

○ 日常的な事務作業のため使用する文房具類の購入費 

○ 団体内部の会議などで使用する図書や各種用品の購入費 

○ 補助執行前の経費 

○ 2 万円を超える物品 

○ その他、市長が適当でないと認める経費 

 

４ 助成の種類及び助成額 

    

５ 選考方法 

  助成事業及び助成額の審査は、「熊本市市民公益活動支援基金運営委員会」が

行い、熊本市が決定します。  

  

(１)分野指定助成 

   助成金交付申請書等の提出書類にて、運営委員会委員７名による書類審査

（「６審査基準」による）及び公開プレゼンテーションにより審査を行い、

審査員７名の合計点数が高い団体から、助成金の交付を行います。 

※ 申請者が多数の場合には、運営委員会による公開プレゼンテーションを

行う前に助成金交付申請書等の提出書類による第１次審査を行いますの

で、公開プレゼンテーション審査を受けられない場合もあります。 

※ 運営委員会による公開プレゼンテーション審査は、平成 24 年９月末頃

に開催予定です。開催日時等が決定しだい申請団体に通知します。 

項目 分野指定助成 スタートアップ助成 

対象 

次の全ての分野が対象です。 

(1)保健、医療又は福祉の増進

を図る活動 

(2)環境の保全を図る活動 

(3)生涯学習・子どもの健全育

成を図る活動 

(4)文化、芸術、ｽﾎﾟｰﾂ、国際協

力の振興を図る活動 

(5)まちづくりや地域安全の推

進を図る活動 

(6)上記（1）から(5)に含まれ

ない活動 

平成 24 年 4 月 1 日現在で、

設立 3 年未満の団体 

※同一団体は、１回助成を受け

ることができます。 

助成額 助成率 事業費の２/３を上限 
助成限度額１０万円 

（助成率 10/10） 

助成金予算総額 ８０万円程度 ２０万円程度 



 (２)スタートアップ助成 

   助成金交付申請書等の提出書類にて、運営委員会委員７名による書類審査

（「６審査基準」による）を行い、審査員７名の合計点数が高い団体から、

助成金の交付を行います。 

 

６ 審査基準 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 申請期間  平成 24 年８月 ３日（金） 午前９時から 

平成 24 年８月 21 日（火） 午後５時まで 

         

８ 受付時間  午前９時～午後７時まで 

        ただし、最終日８月 21 日(火)は、午後５時までとします。 

        

＊最終日の午後３時以降は、ウェルパルくまもと３階の 

        市民協働課カウンターにて受付けます。 

 

９ 提出方法  持参により提出してください（郵送不可） 

受付場所  市民活動支援センター・あいぽーと 

 

10 申請方法  次に掲げる書類を提出してください。 

(1) 熊本市市民公益活動支援助成金交付申請書（様式第７号） 

(2) 事業計画書（様式第８号） 

(3) 事業収支計画書（様式第９号） 

(4) 当該事業年度の役員名簿（様式あり） 

(5) その他市長が必要と認めるもの  

＜選考基準＞ 



様式は、熊本市ホームページ（あいぽーとホームページ）からダウンロー

ドしていただくか、熊本市市民活動支援センター・あいぽーとで申請期間

中配布いたします。 

 

11 助成事業説明会 

   申請する団体に向けた事業助成説明会を次の日程で開催します。 

   多くの皆様の参加をお待ちしています。 

● 日時 平成 24 年８月３日（金）午後５時から 

● 場所 ウェルパルくまもと １階 大会議室   

 

12 審査結果 

平成 24 年 10 月中旬までには、申請団体にご通知するとともに、熊本市ホー

ムページ（あいぽーとホームページ）で公開します。採否の理由の問い合わせ

は受け付けません。 

 

13 実績報告と精算手続きについて 

(１) 助成金の交付を受けた団体は、平成２５年４月１６日(月)までに実績報告

書に（様式第１６号）、事業収支決算書（様式第１７号）、事業領収証等

の経費の支出を証する書類及びその写し、事業の経過又は成果を証する

書類等を添えて提出してください。実績報告書の検査終了後、助成金確

定通知が送付されます。 

   ※ 支出した経費については、領収書や支払いを証明できる書類（写し

可）を添付してください。 

(２) 助成金の交付決定後、交付対象の経費の内容等を変更または中止しよう

とするときは、変更申請書を提出いただきます。 

 (３)  助成事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿やその証拠書類（領収書

など）は、いつでも見られるように整理しておいてください。また、そ

の帳簿・ 証拠書類は、助成金の交付に係る会計年度終了後、５年間保

管してください。 

(４) 事業終了後、事業の実施状況及び経理状況について、団体の事務所等に

おいて、実地調査をする場合があります。 

 

14 助成金の交付取消と返還 

   次のいずれかに該当すると認められるときは、交付を取り消し、返還をしてい

ただく場合がありますので、ご注意ください。 

(１) 不正な手段により、助成を受けたとき 

(２) 助成目的以外の経費に流用したとき 

(３) 登録要綱に定める登録要件を失ったとき 

(４) 交付した助成金に余剰金が生じたとき 

(５) 助成事業を変更、中止又は廃止したとき、若しくは、助成事業が予定期

間内に完了しないとき 

(６) 助成対象事業が熊本市の他の助成等を受けていたことが判明したとき 

(７) 助成対象事業が熊本市以外の助成等を受けていて、その合計金額が助成



対象事業経費を超えていることが判明したとき 

（『基金からの助成額＋熊本市以外の助成金等＞事業費』） 

(８) その他熊本市が定める要綱に違反した場合 

 

1５ その他 

   (１) 公正性、透明性を高めるため、助成金交付申請書や実績報告書等の提出

書類及び助成事業の内容、成果等は公開させていただきます。 

   (２) 交付を決定した団体については、助成金を活用した事業の実施状況の報

告会やあいぽーと情報誌等へのご協力をいただくことがあります。 

(３) 助成事業の実施にあたり、パンフレット等に当基金の助成を受けている

ことの表示にご協力をお願いします。 

 

 

 

【お問い合わせ・申請書類提出先】 

 

熊本市市民活動支援センター・あいぽーと 

住所  〒862-0971  

          熊本市中央区大江 5 丁目 1-1 

 電話   ０９６-３６６-０１６８ 

 ＦＡＸ  ０９６-３６６-８８３０ 

 熊本市ホームページ（あいぽーとホームページ） 

URL http://www.kumamoto- aiport.com 

 

 

       


